　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２号様式
相模原市お試し移住体験同意書兼誓約書
   年　　月　　日　
里まち移住・定住促進協議会　　あて
相模原市お試し移住体験の利用希望にあたり、下記事項について同意し、また、誓約します。

１　申請者情報
	ふりがな
氏名
	
	生年月日
（年齢）
	（西暦）　　年　　月　　日
　　　　　　　　（　　　歳）

	住所
	〒


	電話番号
	


２　お試し移住体験の利用に関すること
	1
	□
	出張や旅行など移住の検討目的以外ではありません。

	2
	□
	過去に本事業に参加したことはありません。（モデル事業を含む。）

	3
	□
	滞在中は自家用車又は公共交通機関により、自身で移動可能です。

	4
	□
	活動計画書の内容を確認するために、協議会から質疑等の求めがあった場合には、これに応じます。

	5
	□
	本事業に関して協議会に提出した書類の返却を求めません。


３　助成金の対象となる条件に関すること
	1
	□
	利用期間は２泊３日から４泊５日までです。
（ただし、５泊以上する場合は４泊を超える分の費用については全額自己負担します。）

	2
	□
	利用人数は２名から５名までです。
（ただし、６名以上で参加する場合は５名を超える分の費用については全額自己負担します。）

	3
	□
	利用者は、市外に居住し、本市中山間地域への移住を検討している者及びその家族又は移住後に同居を予定している者です。

	4
	□
	本事業に参加する以前に、移住に向けて具体的に取り組んでいます。
（協議会への移住相談、日帰り移住体験ツアー又は移住フェア等への参加 など）

	5
	□
	参加後にアンケートに回答します。

	6
	□
	参加後１０日以内に相模原市お試し移住体験活動報告書兼助成金交付申請書を協議会に提出します。

	7
	□
	本事業の遂行に必要な範囲で、協議会が取得する個人情報を市及びお試し移住体験で利用する宿泊施設と共有することに同意します。

	8
	□
	申請者及びその同行者は、相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号)に規定する暴力団員等でないこと及び同条例に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にはありません。


４　利用者負担額に関すること
	1
	□
	利用期間・利用人数に関わらず、３万円を自己負担します。

	2
	□
	利用者負担額の３万円に加えて、宿泊助成金額が１２万円を超える宿泊料は自己負担します。


５　交付決定後の取消及び助成金の返還に関すること
	□
	以下の事項に該当する場合は、利用承認を取り消し、また、既に助成金を交付している場合は、その全部又は一部を別途定める期限までに返還をすることに異議ありません。
（１）偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
（２）本書記載の各事項に違反したとき。


